
件 名 
令和３年度埼玉県立伊奈学園中学校において使用する教科用図書の

採択について 

提 案 理 由 

 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第１３条第

２項及び第３項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

２１条第６号の規定に基づき、令和３年度に埼玉県立伊奈学園中学

校において使用する教科用図書を別紙のとおり採択したいので審議

願います。 

概 要 

 

 文部科学大臣の検定を経た中学校用教科用図書１０教科１６種目

６９種類（下表参照）の中から、各教科の種目ごとに１種を別紙の

とおり採択する。 

教科 種目 種類数 

国語 国語 ４種 

書写 ４種 

社会 社会（地理的分野） ４種 

社会（歴史的分野） ７種 

社会（公民的分野） ６種 

地図 ２種 

数学 数学 ７種 

理科 理科 ５種 

音楽 音楽（一般） ２種 

音楽（器楽合奏） ２種 

美術 美術 ３種 

保健体育 保健体育 ４種 

技術・家庭 技術・家庭（技術分野） ３種 

技術・家庭（家庭分野） ３種 

外国語 英語 ６種 

特別の教科 道徳 道徳 ７種 

１０教科 １６種 ６９種 
 

（義務教育指導課） 



令和３年度使用伊奈学園中学校用教科用図書採択一覧 

 

教科 種目 発行者 書名 

国語 

国語 光村 国語 

書写 光村 中学書写 

社会 

社会（地理的分野） 帝国 
社会科 中学生の地理 

世界の姿と日本の国土 

社会（歴史的分野） 育鵬社 〔最新〕新しい日本の歴史 

社会（公民的分野） 育鵬社 〔最新〕新しいみんなの公民 

地図 帝国 中学校社会科地図 

数学 数学 数研 

日々の学びに数学的な見

方・考え方をはたらかせる 

これからの数学 

理科 理科 東書 新しい科学 

音楽 

音楽（一般） 教芸 中学生の音楽 

音楽（器楽合奏） 教芸 中学生の器楽 

美術 美術 日文 美術 

保健体育 保健体育 大修館 最新 中学校保健体育 

技術・家庭 

技術・家庭（技術分野） 開隆堂 技術・家庭 技術分野 

技術・家庭（家庭分野） 開隆堂 技術・家庭 家庭分野 

外国語 英語 開隆堂 
SUNSHINE ENGLISH 

COURSE 

特別の教科 

道徳 
道徳 廣あかつき 中学生の道徳 

 



参考１ 

教科用図書発行者一覧 

発行者の略称 発行者 

東書 東京書籍株式会社 

大日本 大日本図書株式会社 

教図 教育図書株式会社 

開隆堂 開隆堂出版株式会社 

学図 学校図書株式会社 

三省堂 株式会社三省堂 

教出 教育出版株式会社 

教芸 株式会社教育芸術社 

光村 光村図書出版株式会社 

帝国 株式会社帝国書院 

大修館 株式会社大修館書店 

啓林館 株式会社新興出版社啓林館 

山川 株式会社山川出版 

数研 数研出版株式会社 

日文 日本文教出版株式会社 

学研 株式会社学研教育みらい 

自由社 株式会社自由社 

育鵬社 株式会社育鵬社 

学び舎 株式会社学び舎 

廣あかつき 廣済堂あかつき株式会社 

日科 日本教科書株式会社 

 



参考２ 
 

 

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置
に
関
す
る
法
律
（
抄
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号 

 
 

 

第
三
章 

採
択 

 

（
教
科
用
図
書
の
採
択
） 

第
十
三
条 
都
道
府
県
内
の
義
務
教
育
諸
学
校
（
都
道
府
県
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
を
除
く
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
教
科
用
図
書
の
採
択
は
、
第
十
条 

 
 

 

の
規
定
に
よ
っ
て
当
該
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
が
行
な
う
指
導
、
助
言
又
は
援
助
に
よ
り
、
種
目
（
教
科
用
図
書
の
教
科
ご
と
に
分
類
さ
れ
た
単
位 

 

 

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
に
一
種
の
教
科
用
図
書
に
つ
い
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

都
道
府
県
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
に
お
い
て
使
用
す
る
教
科
用
図
書
の
採
択
は
、
あ
ら
か
じ
め
選
定
審
議
会
の
意
見
を
き
い
て
、
種
目
ご
と
に
一
種 

 

 

の
教
科
用
図
書
に
つ
い
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

公
立
の
中
学
校
で
学
校
教
育
法
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
と
一
貫
し
た
教
育
を
施
す
も
の
及
び
公
立
の
中
等
教
育
学 

 

校
の
前
期
課
程
に
お
い
て
使
用
す
る
教
科
用
図
書
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
の
教
育
委
員
会
又
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か 

 

わ
ら
ず
、
学
校
ご
と
に
、
種
目
ご
と
に
一
種
の
教
科
用
図
書
の
採
択
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

  

（
同
一
教
科
用
図
書
を
採
択
す
る
期
間
） 

第
十
四
条 

義
務
教
育
諸
学
校
に
お
い
て
使
用
す
る
教
科
用
図
書
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
政
令
で
定
め
る
期
間
、
毎
年
度
、
種 

 

 

目
ご
と
に
同
一
の
教
科
用
図
書
を
採
択
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

昭
和
三
十
九
年
政
令
第
十
四
号 

 

（
同
一
教
科
用
図
書
を
採
択
す
る
期
間
） 

第
十
五
条 

法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
種
目
ご
と
に
同
一
の
教
科
用
図
書
を
採
択
す
る
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
採
択
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、 

 

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
附
則
第
九
条
に
規
定
す
る
教
科
用
図
書
を
採
択
す
る
場
合
を
除
き
、
四
年
と
す
る
。 

  
 

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
抄
） 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号 

 
 

 

第
三
章 

教
育
委
員
会
及
び
地
方
公
共
団
体
の
長
の
職
務
権
限 

 

（
教
育
委
員
会
の
職
務
権
限
） 

第
二
十
一
条 

教
育
委
員
会
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
が
処
理
す
る
教
育
に
関
す
る
事
務
で
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
。 

 

六 

教
科
書
そ
の
他
の
教
材
の
取
扱
い
に
関
す
る
こ
と
。 


